
高知市農業委員会委員募集要項 

 

 令和８年７月 19 日をもって、現在の農業委員会委員（以下「農業委員」という。）の任期

が満了することに伴い、次期委員を次のとおり募集します。 

 

１ 募集人数  19 人 

    

２ 任用期間  令和８年７月 20日～令和 11年７月 19 日（３年間） 

 

３ 身  分  高知市の特別職非常勤職員 

 

４ 主な職務内容 

  (1) 総会や地区審査会等の会議（毎月２～３回開催、原則全回出席）に出席し、農地法

等に係る権利移動の許可や、農地転用等の協議、違反転用への対応を審議する。 

   (2) 農地利用最適化推進委員と連携し、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地

の発生防止・解消（農地パトロール等）、新規就農者の参入促進など、農地利用の最適

化を推進するための現場活動を行う。 

    (3) 移動農業委員会や地域計画に基づく集落や地域での話し合いに積極的に参加し、農

地や担い手の情報提供を行うとともに、地域の意見集約につなげる。 

  (4) 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の作成及び意見の提出を行う。 

（5）農地利用最適化推進委員と連携し、農業者年金制度の周知と加入推進を行う。 

  ※ 職務内容については、選任後の研修会等で詳しく説明します。 

※ 活動内容を記録簿に記入し、高知市農業委員会事務局へ毎月提出してもらいます。 

 

５ 委員報酬    月額 45,100 円 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

    農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委

員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、次の要件に

該当するものとする。 

  (1) 高知市農業委員会委員候補者選考委員会の委員でない者 

  (2) 高知市の職員でない者 

  (3) 市税、国民健康保険料等を滞納していない者 

(4) 高知市暴力団排除条例（平成 23 年条例第３号）第２条第１号に規定する暴力団もし

くは同条第２号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者 

 

※ 先の要件に該当していても、次のいずれかに該当する場合は委員となることができま 

せん。 



 ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

 

７ 推薦及び応募に係る手続き等 

   規定の様式に必要事項を記入のうえ、持参または郵送により、指定の窓口にご提出く

ださい。なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんので、ご了承ください。 

  (1) 提出書類 

     

 

    

    

    

 ※農業委員と農地利用最適化推進委員との兼務はできませんが、両方に推薦・応募す

ることはできます。（農地利用最適化推進委員につきましては、「高知市農地利用最適

化推進委員募集要項」をご覧ください。） 

  

  (2) 書類の配付場所 

    高知市農林水産課、春野地域振興課、鏡地域振興課、土佐山地域振興課、高知市農

業委員会事務局、高知市農業協同組合本所及び各支所、高知県農業協同組合春野営農

経済センターの窓口で配付するほか、高知市ホームページからもダウンロードできま

す。 

   ■高知市ホームページ https：//www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/100/iin.html 

 

  (3) 書類の提出先 

  ① 持参の場合…高知市農業委員会事務局、春野地域振興課、鏡地域振興課、土佐山

地域振興課の各窓口まで。 

  募集期間中の平日、午前８時 30 分から午後５時まで受付けます。 

  ② 郵送の場合…高知市農業委員会事務局あてに期日必着で郵送してください。 

  ■送り先 〒780-8571 高知市本町五丁目１番 45 号 

    

８ 受付(募集)期間  令和８年１月 26日（月）～２月 27 日（金）午後５時【必着】 

 

９ 問い合わせ先   高知市農業委員会事務局 

            〒780-8571 高知市本町五丁目１番 45号（第二庁舎２階） 

            電話番号 088-823-9484 

           

 

 

 

区  分 規定様式 添付書類 

個人からの推薦 様式第１号 ※被推薦者及び応募者が高知市外に

住所を有する場合は、本籍地記載の

住民票（発行後３か月以内）を添付 

法人又は団体からの推薦 様式第２号 

応募 様式第３号 

          



10  選任方法  

  高知市農業委員会委員候補者選考委員会が、提出された書類をもとに、候補者の選考（認

定農業者を原則過半数、利害関係のない者の選任、青年・女性登用への配慮）を行い、市

へ意見を報告します（必要に応じて面接を行うことがあります）。市は選考委員会の意見

の報告を受け、候補者を決定し、当該候補者について高知市議会の同意を得た上で、選任

します。 

  なお、選任結果は、高知市ホームページに掲載し、推薦を受ける者及び応募者全員に文

書で通知します。 

 

11 応募状況及び結果の公表 

  受付期間の中間及び終了後に、高知市ホームページ等で、提出のあった推薦及び応募に係

る書類をもとに、以下の内容を公表します。 

  (1) 推薦者（個人）については、氏名、職業、年齢及び性別 

  (2) 推薦者（法人又は団体）については、名称、組織の目的、代表者の氏名、構成員の数

及び構成員の資格要件 

  (3) 被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

  (4) 推薦又は応募の理由 

  (5) 推薦者が被推薦者を農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別、又は応募者

が農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別 

  (6) 被推薦者の数及びそのうちの認定農業者（認定申請中を含む）等の数 

  (7) 応募者の数及びそのうちの認定農業者（認定申請中を含む）等の数 


